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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和７年１０月３０日（木）午前８時５８分～午前９時５５分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、教育長、企画財政部長、総務部長、総務部危機管理担当

部長、市民部長、協働推進部長、環境部長、健康福祉部長、健

康福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、議会事務局長、教育部長、教育

部学校教育担当部長、会計管理者 

欠席者：副市長 

議 題 
１ 令和７年第４回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：令和７年第４回市議会定例会の招集期日は１２月２日（火）で

ある。 

審議経過 
（主な意見等を
原則として発言
順に記載し、同

一内容は一つに
まとめる。) 
 

（発言者） 
○印=構成員 
●印=説明員 

議題１ 令和７年第４回市議会定例会提出議案について 

⑴ 武蔵村山市組織条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長提出） 

社会経済情勢の変化に伴う新たな行政課題に対応するため、所

掌事務を見直す必要があるので、本案を提出する。 

企画財政部の所掌事務の一部を協働推進部に移管するものであ

る。 

また、企画財政部及び総務部の所掌事務の一部を変更するもの

である。 

 施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（質 疑） 

○ 条例改正の具体的な内容を教えていただきたい。 

● 秘書広報課広報広聴係で所管していた市民相談業務を協働

推進部に移管するものである。消費生活相談と合わせて、一

元化するものである。 

  企画財政部の所掌事務の一部変更について、武蔵村山市組

織条例第２条、企画財政部の項第５号「情報化の推進及び情

報処理に関すること。」を「デジタル化の推進及び情報システ

ムに関すること。」に改める。 

  総務部の所掌事務の一部変更について、新たに危機管理に

関することを加える。災害対策だけでなく、感染症や大規模

な事故等も含め総合的な危機管理体制を強化するものであ
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る。また、防災安全課を危機管理課へ課名変更する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長提出） 

申請時の添付書類の省略による市民の利便性向上及び事務の効

率化を図るため、武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する条例で定める独自利用事務の範

囲に次の事務を追加するとともに、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「番号利用法」という。）の一部改正に伴い、規定を

整備する必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、武蔵村山市実費徴収に係る補足給付事業補助金の交

付に関する事務である。 

２点目は、武蔵村山市認可外保育施設利用支援事業補助金の交

付に関する事務である。 

３点目は、武蔵村山市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金

の交付に関する事務である。 

個人番号及び特定個人情報を利用することができる事務とし

て、武蔵村山市実費徴収に係る補足給付事業補助金の交付に関す

る事務、武蔵村山市認可外保育施設利用支援事業補助金の交付に

関する事務及び武蔵村山市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助

金の交付に関する事務を別表第１及び別表第２に追加するもので

ある。 

また、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について、

番号利用法第９条第１項に「準法定事務」として規定されたこと

に伴い、条例別表第１及び別表第２への規定が不要となったこと

から削除するものである。 

三つの事務については、これまで、転入保護者へ課税証明書を

要求していたが、別表第１及び別表第２に追加することで提出不

要になるとのことである。 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、市

の条例に規定していたが、法律に規定されたため、条例に規定し

ておく必要がなくなったため、削除する。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑶ 武蔵村山市議会議員及び武蔵村山市長の選挙における選挙運動 

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長提出） 

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正に伴

い規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

武蔵村山市議会議員選挙及び武蔵村山市長選挙において、候補

者の選挙運動用ビラ作成及びポスター作成に係る公費負担の限度

額について、近年の物価の変動を踏まえた引き上げを行うため、

条例の一部を改正するものである。 

ビラ作成は、現行の７円７３銭から単価８円３８銭に引き上げ

る。 

ポスター作成は、現行の５４１円３１銭から単価５８６円３８

銭に引き上げる。 

都条例も改正を行っており、市もそれに準じて改正する。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 武蔵村山市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例 

（総務部長提出） 

議会議員の報酬の額及び期末手当の支給割合を改定する必要が

あるので、本案を提出する。 

１点目は、令和８年１月以降の報酬の額について、武蔵村山市

特別職報酬等審議会の答申のとおり、引上げを行うものである。   

議長については、５５０，０００円、副議長については、５０

３，０００円、常任理事長及び議会運営委員長については、４９

０，０００円、議員については、４８０，０００円に引上げを行

う。 

２点目は、１２月期の期末手当の支給割合を１００分の５引き

上げて、１００分の２４７．５（年間１００分の４９０）とする

ものである。 

３点目は、令和８年度以降の期末手当の支給割合を、６月期及

び１２月期が均等になるよう改めるものである（各１００分の２

４５）。 

施行期日について、１点目は、令和８年１月１日からとする。 

２点目は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用す 

る。 

３点目は、令和８年４月１日からとする。 
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（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑸ 武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

常勤の特別職の職員の給料の額及び期末手当の支給割合を改定

する必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、令和８年１月以降の給料の額について、武蔵村山市

特別職報酬等審議会の答申のとおり、引上げを行うものである。 

市長については、９２０，０００円、副市長については、８０

０，０００円、教育長については、７５０，０００円に引上げを

行う。  

２点目は、１２月期の期末手当の支給割合を１００分の５引き

上げて、１００分の２４７．５（年間１００分の４９０）とする

ものである。 

３点目は、令和８年度以降の期末手当の支給割合を、６月期及

び１２月期が均等になるよう改めるものである（各１００分の２

４５）。 

施行期日について、１点目は、令和８年１月１日からとする。

２点目は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用 

する。 

３点目は、令和８年４月１日からとする。 

（質 疑） 

○ 市長の給料引上げについて、現在、多摩２６市で比較した

場合、どれくらいの高さなのか。 

● 多摩２６市で２６番目である。今回の引上げで、他自治体

が引上げを行わない場合、１９番目である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑹ 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

一般職の職員の給料の額及び期末・勤勉手当の支給割合を改定

する必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、行政職給料表について、東京都に準拠する形で、職

級によりメリハリをつけた上で全級全号給について引き上げるも

のである。 

２点目は、期末・勤勉手当の支給割合をそれぞれ１００分の２．
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５ずつ引き上げるものである。 

３点目は令和８年度以降の期末・勤勉手当の支給割合を６月期

及び１２月期が均等になるようそれぞれ改めるものである。 

施行期日については、１点目は、公布の日から施行し、令和７

年４月１日から適用する。 

２点目は、公布の日から施行し、令和７年１２月１日から適用

する。 

３点目は、令和８年４月１日からとする。 

なお、上記内容については、職員組合と今後、協議する。 

また、職員の給与改定は、東京都人事委員会の勧告に準じて実

施しており、主な勧告内容は次のとおりである。 

１点目は、公民較差（１３，５８０円、３．２４％）解消のた

め、給料表を職級によりメリハリをつけた上で全級全号給引上げ

改定を行う。 

２点目は人材確保の観点から、初任給を大幅に引き上げるなど、

若年層に重点を置く。 

３点目は、管理職について、全体の平均改定率を上回る重点的

な引上げ、監督職も職責に応じた処遇の強化による引上げ改定を

行う。 

４点目は、特別給（賞与）は年間支給月数を０．０５月分（４．

８５月から４．９０月へ）引き上げる。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 武蔵村山市地域運動場等設置条例の一部を改正する条例 

（環境部長提出） 

シドメ久保第二運動広場を廃止する必要があるので、本案を提

出する。 

別表の２のシドメ久保第二運動広場の項を削るものである。 

施行期日については、令和８年１月１日からとする。 

なお、地権者の死亡により相続人から土地の返還の申出があり、 

原状復旧後、令和８年３月末までに返還するものである。 

（質 疑） 

○ １月１日で運動広場を廃止、３月に返還ということは、２

か月で工事を行うのか。 

● そのとおりである。１２月中に契約を進めて、１月に工事

を開始、３月末までに返還する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑻ 武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 （子ども家庭部長提出） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の一部改正に伴い、

規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）

による児童福祉法の一部改正に伴い、同法第３３条の１０第１項

に規定する被措置児童等虐待の対象に保育所等が追加されるとと

もに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）及び学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）の一部改正に伴い、入園児虐待の対象に

幼保連携型認定こども園及び幼稚園が追加されること等から、こ

れらを引用する規定を改めるものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長提出） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１６第１

項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を

定めるとともに、規定を整備する必要があるので、本案を提出す

る。 

１点目は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の

追加についてである。 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第４７号）による子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、乳児

等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が創設されたことから、

国の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を踏まえ、

児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支

援事業の設備及び運営の基準を定めるものである。 

２点目は、家庭的保育事業者等が健康診断の全部又は一部を行

わないことができる場合の追加についてである。 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

内閣府令（令和７年内閣府令第８２号）による家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

の一部改正に伴い、１歳６か月健診、３歳児健診等の乳幼児健康

診査等を受診した場合には、家庭的保育事業者等は、当該健康診
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査の結果を把握することにより、その行うべき健康診断の全部又

は一部を行わないことができることを定めるものである。 

３点目は、虐待対応の強化の規定整備についてである。 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）

による児童福祉法の一部改正に伴い、同法第３３条の１０第１項

に規定する被措置児童等虐待の対象に家庭的保育事業者等が追加

されること等から、同条を引用する規定を改めるものである。 

施行期日について、１点目は、令和８年４月１日からとする。 

２点目及び３点目は、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 武蔵村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長提出） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴い、

規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）

による児童福祉法の一部改正に伴い、同法第３３条の１０第１項

に規定する被措置児童等虐待の対象に児童館が追加されること等

から、同条を引用する規定を改めるものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例 

（環境部長提出） 

児童の健全な遊びの用に供する施設の充実を図るため、新たに

大南一丁目西児童遊園を設置する必要があるので、本案を提出す

る。 

別表に「大南一丁目西児童遊園 武蔵村山市大南一丁目５番地

の５」を加えるものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

なお、大南一丁目西児童遊園の設置は、都市計画法第２９条第

１項の規定に基づき許可を受けた開発行為に伴う土地の無償譲渡

によるものである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑿ 令和７年度武蔵村山市一般会計補正予算（第５号） 

（企画財政部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は、１０億６，２７３万５千円であり、補正後歳入

歳出総額は、３７７億３，９５４万５千円である。 

歳入概要としては、障害者自立支援給付費負担金や生活保護費

負担金、財政調整基金繰入金等である。 

歳出概要としては、職員人件費や国都支出金過年度返還金、自

立支援給付経費等である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 令和７年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

（市民部長提出） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は、１億４，８７０万６千円であり、補正後歳入歳

出総額は、７５億７，８６６万３千円である。 

歳入概要としては、決算の確定に伴う前年度繰越金の増である。 

歳出概要としては、決算の確定に伴う保険給付費等交付金過年

度分返還金の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 令和７年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（高齢・障害担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は、５，７１６万２千円であり、補正後歳入歳出総額  

６４億１，８４１万４千円である。 

歳入概要としては、介護保険料、介護給付費負担金等の増であ

る。 

歳出概要としては、保険給付費及び地域支援事業の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 令和７年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補 
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正予算（第１号） 

（都市整備部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は、５，００６万２千円であり、補正後歳入歳出総

額は、１２億８，６６７万７千円である。 

歳入概要としては、国庫補助金の減、都補助金の減、一般会計

繰入金の減、繰越金の増である。 

歳出概要としては、都市核地区土地区画整理事業経費の増であ

る。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ 令和７年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は、８０６万４千円であり、補正後歳入歳出総額は、

２１億５，７８６万６千円である。 

歳入概要としては、葬祭事業受託金、消費税還付金の増である。 

歳出概要としては、葬祭費経費、償還金及び還付加算金の増で

ある。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒄ 令和７年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第３号） 

（建設管理担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

資本的収入は、補正予算額△４，０４２万５千円であり、補正

後予算額２４億３，６６８万５千円である。 

歳入概要としては、建設改良費の工事請負費の減に伴う公共下

水道債等の減である。 

資本的支出は、補正予算額△４，０３６万９千円であり、補正

後予算額２７億２４７万１千円である。 

歳出概要としては、建設改良費の工事請負費の減である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⒅ 武蔵村山市立のぞみ福祉園の指定管理者の指定について 

（高齢・障害担当部長提出） 

武蔵村山市立のぞみ福祉園の指定管理者を指定する必要がある

ので、本案を提出する。 

公の施設の名称は、武蔵村山市立のぞみ福祉園、所在地は、武

蔵村山市本町五丁目２２番地の１である。 

指定管理者の名称は、社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会、

所在地は、武蔵村山市学園四丁目５番地の１、代表者氏名は、会

長、大谷恵美子である。 

指定の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日ま

でである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒆ 市道路線の認定について 

（建設管理担当部長提出） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定によ

り、路線を認定するので、同条第２項の規定により、本案を提出

する。 

開発行為に伴う寄付の申出があり、市道路線として認定するも

のである。  

 １点目の路線名は一般市道Ｂ第１９７号線である。起点は武蔵 

村山市大南一丁目５番地先であり、終点は武蔵村山市大南一丁目 

５番地先である。幅員は６．００ｍ、延長は１２５．５９ｍであ 

る。 

 ２点目の路線名は一般市道Ｂ第１９８号線である。起点は武蔵 

村山市大南一丁目５番地先であり、終点は武蔵村山市大南一丁目 

５番地先である。幅員は５．００ｍ、延長は８２．００ｍである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 温泉施設設備等改修工事の請負契約の一部変更について 

（総務部長提出） 

温泉施設設備等改修工事の工事内容を変更する必要があるの

で、本案を提出する。 

温泉施設設備等改修工事について、給水関連機器等の改修工事

を追加し、契約金額及び工期限を変更するものである。 

なお、予算額や工期限等は現在精査中である。 

（結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

議題２ その他 

令和７年第４回市議会定例会の招集期日は１２月２日（火）であ

る。 

 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７３） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


